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定
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り
､
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決
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る
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三
朝
町
条
例
第
　
　
　
号

三
朝
町
艶
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
税
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
三
十
1
粂
第
二
項
の
表
中
r
三
雪
1
十
万
円
｣
を
｢
三
百
万
円
｣
に
'
､
｢
百
九
十
二
万
五
千
円
｣
を
｢
百
七
十
五

万
円
｣
i
i
,
｢
四
十
四
万
円
)
を
十
四
十
万
.
円
｣
に
'
/
r
十
六
万
五
千
円
｣
せ
｢
十
五
万
円
｣
に
'
｢
十
三
万
二
千

.
円
｣
を
J
十
二
万
円
｣
　
に
t
 
r
四
万
四
千
円
｣
を
r
四
万
円
｣
　
に
改
め
る
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第
三
十
四
条
の
六
申
｢
百
分
の
十
四
･
七
J
壷
｢
百
分
の
十
二
二
二
｣
　
に
改
め
る
｡

附

　

則

(
施
行
期
日
)

第
1
粂
　
こ
.
の
条
例
は
'
平
成
二
年
四
月
7
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
町
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
二
義
義
正
後
の
三
朝
町
､
税
条
例
(
以
下
.
 
｢
新
条
例
｣
 
､
と
い
す
o
)
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
､
平
成
二
年
四

月
1
日
(
以
下
r
施
行
日
｣
と
い
う
｡
)
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
又
は
同
条
第
三
項
の
期
間
に
係
る
法
人
の
町

､
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
､
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
又
は
同
項
の
期
間
に
係
る
法
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
は
､
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前
項
の
鹿
定
に
か
か
わ
ら
ず
,
法
人
の
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
新
条
例
第
四
十
八
条
声
壷

の
申
告
書
(
法
人
税
法
(
鳩
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
)
第
七
三
条
第
一
項
(
同
法
第
七
十
二
条
第
二
境
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
0
第

四
項
に
お
い
て
同
じ
o
)
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
七
係
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
が
'
新
条
例
第
四

L
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
限
る
o
)
の
捷
出
期
限
が

施
行
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
,
そ
の
法
人
の
当
該
申
告
書
に
係
る
町
民
税
＼
の
均
等
割
と
し
て
納
付
t
た
又
は
納
付
す

/

べ
き
で
あ
っ
た
町
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て
は
,
な
お
従
前
の
例
に
よ
h
b
o
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3
　
新
条
例
第
三
十
四
条
の
六
の
規
定
は
､
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
町
民
税
及
び
同
日
以
後

の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
ず
る
法
人
税
額
に
係
る
億
人
の
町
民
秩
(
清
募
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を

表
さ
J
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額
及
び
残
余
財
産
の
ー
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税

額
に
係
る
法
人
の
町
民
税
を
含
む
｡
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
O
)
に
つ
い
て
適
用
し
'
臥
目
前
に
終
了
し
た
事

業
年
度
分
の
法
人
の
町
民
税
及
び
同
日
前
の
解
散
又
領
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の

･

町
民
税
に
つ
い
＼
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡
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前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
-
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
新
条
例
第
四
十
八
粂
竺
項
の
申
告

香
(
法
人
税
法
第
七
十
妄
竺
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
に
係
る
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
が
､
新

条
例
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
す
べ
き
申
告
書
で
､
地
方
税
法
.

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
竺
雪
至
ハ
号
)
第
三
百
二
十
表
の
八
竺
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
予
定
申
告
法

人
が
提
出
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
｡
)
の
提
出
期
限
竃
目
前
で
告
場
合
に
は
,
そ
の
法
人
d
g
n
該
申
告

書
に
係
る
町
民
税
の
法
人
税
割
と
し
て
納
付
し
た
又
は
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
町
民
税
の
法
人
税
割
に
つ
い
て
は
､

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
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